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上場廃止等の決定について 

  

下記のとおり、上場廃止を決定し、整理銘柄に指定することにしましたので、お知らせします。 

 

記 

１．上場廃止及び整理銘柄指定 

 （１） 銘    柄  株式会社ブイキューブ 株式 

 （コード：３６８１、市場区分：プライム市場） 

   

 （２） 整 理 銘 柄 

指 定 期 間 

 ２０２６年４月３０日（木）から２０２６年６月３０日（火）まで 

   

 （３） 上場廃止日  ２０２６年７月１日（水） 

 （注）速やかに上場廃止すべき事情が発生した場合は、上記整理銘柄指

定期間及び上場廃止日を変更することがあります。 

   

 （４） 理   由 

（関連条項） 

上場維持基準に適合しないため 

（有価証券上場規程第６０１条第１項第１号） 

   

 （５） 理由の詳細    

 

株式会社ブイキューブ（以下「同社」という。）は、２０２４年１２

月期において、上場維持基準（純資産の額）に適合しなかったため、改

善期間内に上場維持基準に適合しない場合、上場廃止となります。 

本日、同社は、改善期間の末日である２０２５年１２月３１日時点に

おいて上場維持基準に適合しなかったことを発表しました。 

 

【注意事項】  

同社は、２０２６年６月３０日（火）を効力発生日として、株式会社日本革新投資が設立するＳＰＣ以外の株主

の所有するすべての同社株式の数が１株に満たない端数となる割合で株式の併合（以下「本株式併合」という。）を

実施予定である旨を開示しています。 

本株式併合が実施されることとなった場合、同社株式は、有価証券上場規程第６０１条第１項第１８号に基づき、

上場廃止となり、上場廃止日が２０２６年６月２６日（金）に変更となります。同社の上場廃止日については改め

て当取引所からお知らせしますので、ご留意ください。 
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２．代用有価証券の取扱いについて 

  同社株式は、２０２６年５月１日（金）以降、次の各代用有価証券から除外されます。 

・ 信用取引及び発行日決済取引の委託保証金 

・ 発行日決済取引の売買証拠金 

・ 取引参加者保証金 

・ 信認金 

以   上 


